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第１４７回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成２９年 ２月 ９日（木）
１３時３０分～１４時５２分

場 所 事務局第一会議室（本部棟３階）

出席者
学長（議長） 長谷部
理事 大門，森下，中村，山口
副学長 小野，梅澤
教育人間科学部 杉山，加藤，室井
経済学部 中村，永井
経営学部 森田，原
国際社会科学研究院 秋山，泉，今村
工学研究院 福富，小泉，高田
環境情報研究院 根上，大矢，金子
都市イノベーション研究院 佐土原，白水，山田
教養教育主事 梅澤
附属図書館長 志田

議 事

Ⅰ 議事録確認

第１４６回議事録（案）（資料1）について，原案のとおり確認した。

Ⅱ 報告事項

１．議長報告
議長から，次の事項について報告があった。

（ 1） 日中教育交流新年会 出席（1/13）
（ 2） 神奈川県との包括連携協定調印式 挙行（1/20）
（ 3） 先端科学高等研究院シンポジウム（第26回）

海洋構造物の安全と環境保全研究ユニット 出席（1/24）
（ 4） 国立大学協会総会 出席（1/25）
（ 5） 友松会新年会 出席（1/28）
（ 6） 横浜新聞懇話会との記者懇談会 開催（2/7）

２．委員会報告
議長から，委員会の開催状況について，資料２のとおりである旨報告があった。

３．部局等報告
各部局等から，次の事項について報告があった。

（ 1） 理事（国際・地域・広報担当）
・大学間学術交流協定の締結等（資料3-1）

上海交通大学（中国）との学生交流の覚書の更新（資料3-1-1）
北京師範大学（中国）との大学間学術交流協定の更新（資料3-1-2）

・平成２８年度第２回教員向け英語セミナーの開催（資料3-2）
（ 2） 副学長（教育担当）

・平成２９年度大学入試センター試験
（ 3） 経営学部長

・次期経営学部長候補者（原 俊雄教授）
（ 4） 国際社会科学研究院長

・次期国際社会科学研究院長候補者（泉 宏之教授）
（ 5） 工学研究院長

・次期工学研究院評議員候補者（新井宏之教授）
（ 6） 環境情報研究院長

・事件発生状況報告
（ 7） 学務部

・平成２９年度一般入試出願受付数（資料3-2）
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Ⅲ その他報告

１．「ＹＮＵの特色」について
議長（学長）から，１月23日の経営協議会では１月の評議会での議論・意見からの課題

を中間報告として説明したこと，１月の評議会では未報告であった，研究推進機構からの
共同研究プロジェクト研究のあり方について説明したことの報告があった。続いて，学外
委員からの指摘を受け，本学の今後の対応について説明があった。

引き続き，共同研究プロジェクト研究のあり方について，理事（研究・評価担当）から，
資料３-４に基づき「研究推進機構によるプロジェクト研究強化支援プロセス」について
説明があった。

２．「大学世界ランキング」について
理事（国際・地域・広報担当）から，1/23の経営協議会には，資料３-５に基づき「緊

急国際戦略目標」について説明したことの報告があった。続いて，説明内容に対して，
学外委員からは２つの意見があり議論したことの報告があった。

Ⅳ 人事事項報告

議長から，資料３-６に基づき，大学院環境情報研究院・先端科学高等研究院の人事
事項について報告があった。

Ⅴ 審議事項

１．「教員活動報告の実施」について
理事（総務担当）から，資料４に基づき，第３期中期計画⑭-1の「学長のリーダシ

ップ強化」「全学の教育研究活動を把握する体制の構築」に取り組むため，「国立大学
法人横浜国立大学教員活動報告の実施方針（案）（学長裁定）」及び「教員活動報告（様
式１・２）」により，平成28年度の教員活動報告を実施すること，また，報告書の作成
にあたり，記入要領及び事務局からデータを提供したい旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおり承認された。

２．「教育研究組織に関する規則の一部改正（案）」について
理事（総務担当）から，資料５及び資料５-１ に基づき，平成29年４月の５学部設

置・改組に伴い，課程又は学科に置く教育研究組織について必要な改正を行う旨の説
明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

３．「教育学部及び大学院教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置に伴う
規則の制定等（案）」について

理事（総務担当）から，資料６及び資料６-１～６-１５に基づき，平成29年4月の，
教育学部及び大学院教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）の設置に伴い，関
係規則の制定・改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

４．「都市科学部学科長規則等の制定（案）」について
理事（総務担当）から，資料７-１～７-２に基づき，平成29年４月に都市科学部が

設置されることに伴い，必要な関係規則の制定を行う旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおり承認された。

５．「情報システム運用基本規則の一部改正（案）」について
理事（研究・評価担当）から，資料８及び資料８-１に基づき，国立大学法人横浜国

立大学情報セキュリティ管理規則の制定に伴い，情報セキュリティアドバイザーに関
する規定を削除すること，新たに全学情報システム管理責任者を置くことに伴い，所
用の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

６．「情報基盤センター利用細則の一部改正（案）」について
理事（研究・評価担当）から，資料９び資料９-１に基づき，情報基盤センター利用

の目的を「情報基盤センターの施設及び建物内の設備」及び「情報基盤センターが提
供するサービス」と区分することに伴い，所用の改正を行う旨の説明があり，審議の
結果，原案のとおり承認された。

７．「共同研究講座の設置」について
理事（研究・評価担当）から，資料１０に基づき，工学研究院への共同研究講座の

設置申請について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
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８．「大学間学術交流協定等の締結」について
理事（国際・地域・広報担当）から，資料１１及び資料１１-１に基づき，マレーシ

アマッラカ技術大学（マレーシア）との大学間学術交流協定の更新について説明があ
り，審議の結果，原案のとおり承認された。

９．「平成２９年度新規開設副専攻プログラム」について
副学長（教育担当）から，資料１２に基づき，経済学部・経営学部から申請の，平

成２９年度新規開設副専攻プログラムについて説明があり，審議の結果，原案のとお
り承認された。

１０．「学生の懲戒に関する規則の一部改正（案）」について
副学長（教育担当）から，資料１３及び資料１３-１に基づき，懲戒処分の決定につ

いて，学長が決定することを明確化するとともに，懲戒に関する手続きの整理・見直
しを行うことに伴い，所用の改正を行う旨の説明があり，質疑応答後，審議の結果，
原案のとおり承認された。

なお，委員から，第15条第３項「異議申立書類の不備」及び第17条第３項２「名誉
回復｣について確認があり，副学長（教育担当）から，検討し誤解のないように修正し
たいこと，また，申し合わせを定め対応したいことの発言があった。

１１．「学位規則の一部改正（案）」について
副学長（教育担当）から，資料１４及び資料１４-１に基づき，平成２９年４月の都

市科学部，教育学部及び教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）の設置に伴い，
必要な改正を行う旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

Ⅵ その他事項

１．「平成２９年度予算編成方針（案）」について
議長（学長）から，予算管理規則第５条に基づき，意見を徴する旨説明があった。
続いて，理事（財務・施設・特命担当）から，予算編成方針（案）については，「第

３期中期目標・中期計画期間における財政改革方針（案）」に基づいて作成したこと，
各年度予算編成の基本方針（案）及び平成29年度予算編成特別方針について説明後，
理事（総務担当）から，平成29年度予算編成特別方針の（２）法科大学院公的支援見
直し分について補足説明があった。続いて，間接経費の取り扱い及び予算の補正等に
ついて質疑応答後，原案のとおり，経営協議会に付議することが承認された。

なお，収入「５．間接経費」については，第３期中期計画において定めた，「戦略
的な外部資金獲得支援を行うことにより，第２期中期目標期間の平均より30％増加さ
せる。」に基づくこと，【Ⅲ．補正予算】には，「研究推進機構で審議された見込みを
超える間接経費については，主として部局に対し，獲得額に比例して，一般財源とし
て配分」が含まれていることを確認した。

２．「平成２９年度学長戦略経費の配分方針（案）」について
議長（学長）から，「第３期中期目標・中期計画期間における各年度予算編成の基

本方針（案）」資料１５【Ⅱ．支出予算の編成】の項に基づき意見を徴する旨説明が
あった。続いて，資料１６に基づき，「平成２９年度学長戦略経費の配分方針（案）」
について，平成２８年度との変更点等の説明があり，原案のとおり経営協議会に付議
することとした。

３．「経営協議会の学外委員候補者」について
議長（学長）から，資料１７-１及び資料１７-２に基づき，平成２９年度経営協議

会学外委員候補者について説明があり，意見を徴した結果，原案のとおり了承された。

４．「名誉教授審査委員会における審査結果」について
理事（国際・地域・広報担当）から，昨年１２月８日開催の教育研究評議会で設置

した横浜国立大学名誉教授の称号授与規則第５条に基づく「名誉教授審査委員会」に
おいて，工学研究院長からの推薦者について，審査をした結果，資料１８のとおり，
横浜国立大学名誉教授の称号授与規則第３条第３号に該当している者である旨報告が
あった。なお，名誉教授審査委員会は１月１３日（金）に開催された。

以 上


